
中山間地域振興対策特別委員会会議録

平成２２年１１月１０日

場 所 第５委員会室



- 1 -

平成22年11月10日(水曜日）

午前10時00分開会

会議に付した案件

○協議事項

１．宮崎県中山間地域振興条例(仮称)の要綱

案について

２．今後の手続き等について

３．その他

出席委員（12人）

委 員 長 宮 原 義 久

副 委 員 長 前屋敷 恵 美

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 黒 木 覚 市

委 員 押 川 修一郎

委 員 河 野 安 幸

委 員 黒 木 正 一

委 員 田 口 雄 二

委 員 髙 橋 透

委 員 河 野 哲 也

委 員 坂 口 博 美

委 員 岩 下 斌 彦

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政 策 調 査 課 長 日 髙 正 憲

政 策 調 査 課 主 査 松 﨑 勝 一

議 事 課 主 査 前 田 陽 一

○宮原委員長 ただいまから、中山間地域振興

対策特別委員会を開会いたします。

本日からあすまで県南調査となっております

ので、よろしくお願いいたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程案をごらんください。

本日は、中山間地域振興条例（仮称）の要綱案

等について御協議していただくこととしており

ます。本日はこのように取り進めてよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、そのように決定いた

します。

まずは、要綱案の検討に入る前に、条例の名

称についてでございます。この条例要綱が決定

するまでの間、「中山間地域振興条例（仮称）」

という名称で進めさせていただいてよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 異議なしとのことですので、そ

のように進めさせていただきます。

それでは、資料１をごらんください。今回御

協議いただく条例要綱案のポイントを一枚にま

とめたものであります。

この条例は、疲弊する中山間地域の実態を踏

まえ、基本理念だけでなく、より実効性のある

形で振興の実現に取り組める内容にしたいと考

えております。そこで、ごらんの３つの柱を設

け、たたき台となる要綱案を作成しました。

まず、１つ目は、振興計画の策定についてで

あります。中山間地域の振興に関する施策を、

総合的かつ計画的に推進するため、振興計画を

策定させるとともに、毎年県議会に、振興につ

いて講じた主な施策に関して報告を求めるもの

であります。要綱案８の（１）及び（２）で規

定しております。

２つ目は、調査及び研究です。中山間地域の

現状把握及び振興に関する施策の充実を図るた
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めに求めるものであります。要綱案の９に規定

をいたしております。

３つ目は、施策を積極的に推進するための体

制整備に努めるものとすることであり、要綱案

の10に規定しております。

なお、前回の委員会で御協議いただきました

中山間地域の定義につきましては、地域振興五

法に、これらに類する地域として規則で定める

区域を加えた地域としております。

それでは、資料２に要綱案をお示ししており

ますので、それぞれ御一読いただいた後、委員

の皆様の御意見をよろしくお願いいたしたいと

思います。

なお、次回委員会で要綱案を決定したいと考

えております。

それでは、２～３分時間を置きますので、そ

れぞれお目通しをいただきたいと思います。

それでは、御一読いただいたと思いますので、

皆様の御意見をお聞きしたいと思います。よろ

しくお願いします。

○黒木覚市委員 振興計画に基づく主な施策を

毎年県議会に報告しなければならないというこ

とですけれども、議会はそれを受けてどうする

の。そこ辺はいいんですか。そこ辺はうたって

おかんで県議会はいいのかな。ただ議案等出し

ただけでいいのかね。振興計画で県議会に報告

しなければならないと。じゃ、議会としては。

○宮原委員長 議会としては、当然、その計画

どおり進んでいないということであれば、条例

をきちっとつくって、やりなさいということを

示しているわけですから、報告で、それが進ん

でいないということであれば、しっかりやれと

いうことを言うということが議会の務めかとい

うふうに思っております。

○緒嶋委員 振興計画そのものは、議会の同意

を得るというようなことにもなるわけですか。

つくる計画そのものを同意しておかんと、後、

文句も言えんのじゃないか。計画どおり進んで

いるかどうかを我々はチェックすることが。

○日髙政策調査課長 いわゆる県の議決条例の

対象になる計画が県の総合計画も含め24ござい

ますが、こういう新しい計画をつくる場合には、

例えば３年以上のスパンの計画でかつ上位の計

画がない場合等に、基本的に議決条例の対象計

画にするかどうか、議会のほうで判断すること

になりますが、議決が必要となれば議案の一つ

として議会に提出していただいて、議決をして

いただくことになります。従って、この計画が

議決条例の対象になる計画かどうかは、これか

ら決めていただくことになると思います。

○緒嶋委員 議会の承認を得る計画にしておか

んと、我々もチェックが十分できんのじゃない

かということがありますので、そこまで当然決

めておく必要があるんじゃないか、計画そのも

のを。議会承認計画というか、同意計画。それ

を入れる必要があるんじゃないかと思うんです。

○日髙政策調査課長 議決条例をつくる段階で

既にある計画については経過措置で24の計画を

示しているんですね。今後新しい計画をつくる

場合には、その計画に当たるかどうか判断して、

そういう計画が当たるということになれば議決

が必要となります。今のところ新しい計画で議

決条例に該当したものはありません。議決条例

が施行されて３年しか経っていないので、今あ

る計画の改定の議決は行っておりますが、新し

い計画として議決したことはまだないものです

から、この計画を議決するということになれば、

これが初めての例になるかと思います。

○緒嶋委員 当然そういうものに入れていかん

と、「中山間地域の振興を総合的かつ計画的に推
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進することについて最大限の努力を払うことを

決意し」とまでしているわけだから、計画に入

れてそれをチェックしていく。そういう中で議

会はどうあるかというのはそこから発生してい

くことだと思うんです。

それと、「県民等の総意の下」というけど、こ

こでいう「総意」という意味はどうなるのか。

制定の趣旨の下から２行目、「県民等の総意の下、

県、市町村及び県民等が協働し」と。ここでい

う県民等の総意の下の総意というのはどういう

意味があるのか。総意がなきゃ何もできんとい

うことだけど、「総意」の定義。

○日髙政策調査課長 これは条例の前文という

ことで、そういう趣旨を書いております。１ペ

ージの一番下にありますが、この条例要綱案に

おいて「県民等」というのは、県民、特定非営

利活動法人、ボランティア、事業者としており

ますので、この方々の全体の意思表示、気持ち

に基づいて進めて行くという趣旨で総意という

形にしておりますが、ほかの県でもこういう形

で規定しているところもございます。

○宮原委員長 いわゆる県民全体のというのを

全体の意見としてということで、総意というこ

とになっております。

○前屋敷副委員長 みんなが中山間地域の多面

的機能について理解をするという項目にもなっ

ている。そこのところで理解してもらった上で

ということなんでしょうけど。

○緒嶋委員 総意がなけりゃ何もできんのかと

いうことになる。へ理屈かもしれんけど。

○宮原委員長 一番先進的な鳥取県がこういう

形で、総意の下でということになっております

ので、その分もこの前調査をさせていただいて

こういう形にさせていただいております。書い

てしまうとどうしてもかためになるものですか

ら。そういうことであります。

○緒嶋委員 それと11番目の財政上の措置、こ

れが振興の大きな力強い対応になると思うんで

すが、「必要な財政上の措置を講ずるよう努める

ものとする」と。財政上の措置をある程度明確

にしなけりゃ、執行部が「財政上の措置を講じ

ました」ということだけで、明確に我々が、納

得しない、振興計画にマッチしていないじゃな

いかと言えんわけだけど、講ずるというのを具

体的にもうちょっと……。規則か何か、内部的

に上乗せ助成するとかいろいろなことをやらん

と、なかなかうまく振興にならんのじゃないか

という気もするんだけど、ここ辺はどうかな。

○宮原委員長 暫時休憩します。

午前10時17分休憩

午前10時26分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

「必要な財政上の措置を講ずるよう努めるも

のとする」というところで、「努める」というこ

とでは弱いということで、外して、「財政上の措

置を講ずるものとする」という形で修正をさせ

ていただきたいと思いますが、それでよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高橋委員 前回の委員会で確認したことでこ

ういうふうに条例でなりましたが、定義の⑥は

「規則で定める区域」となっていますね。この

前、県外調査で行ったときに、規則では具体的

に市町村名が書いてありました。ここでは区域

になっている。区域名と書くものになったんで

すかね。

○宮原委員長 これについては別に規則で……。

○日髙政策調査課長 例えば島根県のを見ます

と、規則では、市町村名を左に書きまして、右
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のほうで旧市町村の何々区域という書き方をし

ておるものですから、ここでは区域という書き

方をしております。表では、左の欄に市町村名

があって、その内容は右の欄で旧市町村の何々

区域という書きぶりにしておりますので、条例

上は区域という書き方をしていると思うんです。

○高橋委員 私どもが今つくろうとしている規

則もそういう書き方になるんでしょうか。

○日髙政策調査課長 この前の委員会での協議

では五法プラスアルファというところであった

と思うんですが、例えば農林統計上の区域まで

定めますと、現在の市区町村の区域では割り切

れずに、昔の市区町村の区域が入る可能性がご

ざいますので、その部分は区域ということにな

ろうかと思うんです。ですから、書きぶりとし

ては区域という書き方のほうがいいのかなと。

今の市町村できちんと割り切れれば、規則で定

める市町村という書き方ができるんでしょうけ

れども、恐らくそういう書き方にはならない。

旧市町村の区域が入る形になると思いますので、

そういう意味でここは区域という書き方にして

おるということです。

○宮原委員長 暫時休憩します。

午前10時29分休憩

午前10時35分再開

○宮原委員長 委員会を再開します。

ほかに何か御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ただいままでいただ

きました御意見等を整理した上で、政策条例検

討会議に提出し、説明したいと考えております

が、委員の皆様、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、そのように進めさせ

ていただきます。

次に、資料３の下段を見てください。今後の

手続について御説明いたします。本日御協議い

ただきました条例要綱案は、先ほどの委員の皆

さんの御意見を踏まえ、11月定例会中の政策条

例検討会議に提出したいと考えています。政策

条例検討会議において条例化の必要性が認めら

れ、当委員会が条例案作成ワーキンググループ

として決定された場合は、要綱案は12月３日開

催の第７回委員会で決定し、１月28日に開催し

ます第８回委員会で条例案決定後、２月定例会

に上程したいと考えております。このように取

り進めさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。

最後になりますが、協議事項（３）のその他

でございますが、委員の皆様から何かありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、本日の委員会にて御

協議いただく内容についてはすべて終了いたし

ましたので、これで委員会を終わりたいと思い

ます。なお、県南調査の出発は午後１時となっ

ております。各自昼食をお済ませの上、おくれ

ないように12時55分までに議会前に御集合くだ

さいますようよろしくお願いいたします。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。

午前10時38分閉会


